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2020年2月17日 

各 位 

会 社 名 日 本 調 剤 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介 

（コード番号 3341     東証第1部） 

問合せ先 取締役財務部長 小 城 和 紀 

（TEL．03-6810-0800） 

 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 
 

当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株主優待制度導入の理由 

株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、より多くの皆さまに当社 

事業に対するご理解を深めていただき、中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優

待制度を導入いたします。 

 

2. 株主優待制度の概要 

(1) 対象となる株主さま 

毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上を保有されている

株主さまを対象といたします。 

 

(2) 株主優待の内容 

当社オンラインストア（URL: https://store.nicho.co.jp/ ）にて商品を購入する際の優待券を、保有

株式数に応じて以下のとおり贈呈いたします。 

保有株式数 優待内容 

100株以上500株未満 当社オンラインストア優待券  3,000円分（3,000円分の優待券1枚） 

500株以上 当社オンラインストア優待券 15,000円分（3,000円分の優待券5枚） 

① 「100株以上500株未満」「500株以上」保有の株主さまは、毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記

録されている保有株式数をもとに判定いたします。 

② 優待券は当社オンラインストアで商品を購入する場合にのみご利用頂けます。 

 

(3) 贈呈の時期 

毎年6月開催の当社定時株主総会終了後に株主の皆さまにお送りいたします「決議通知」に同封すること

を予定しております。 

 

https://store.nicho.co.jp/


 

 

 

2 

3. 株主優待制度の開始時期 

2020年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上を保有されている

株主さまを対象として開始いたします。 

以 上 


